
取手地方広域下水道組合公告第１号 

 

一般競争入札の執行について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき，一般競争入札について次のとおり公告する。 

 

 平成３０年１月５日 

 

取手地方広域下水道組合管理者 藤井 信吾  

 

１ 入札に付する事項 

（１）委託業務の名称 

３０単独第４１－００１号県南ＣＣ汚泥収集運搬及び処分業務委託 

（２）委託業務の内容 

下水汚泥（脱水ケーキ）の収集運搬及び有効利用処分 予定数量 ３，５００トン 

その他詳細は別添仕様書による 

（３）委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

（４）排出事業場 

取手市小文間１７３番地内（県南クリーンセンター） 

（５）入札方法 

ア 入札金額については，入札書に収集運搬業務及び処分業務を合算した１トン当た

りの単価を記載すること。また，当該入札書とあわせて入札金額見積内訳書，収集

運搬業務見積書及び処分業務見積書を提出すること。 

なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の８パーセン

トに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札者は，消費

税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額

の１０８分の１００に相当する金額（消費税及び地方消費税抜き）を入札書に記載

すること。 

イ 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 

ウ 入札執行回数は，２回を限度とする。 

エ 入札書は，指定する日時及び場所に直接提出すること。 

  オ 業務を提携して収集運搬業務及び処分業務を行おうとする入札参加者は，業務を

提携する代表の者及びその構成員本人の連名による入札書を提出すること。 

（６）落札者の決定方法 

取手地方広域下水道組合契約規則（平成２４年規則第８号）の規定に基づき作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

（７）入札保証金  免除 

（８）契約保証金  免除 

（９）請負代金額の支払方法  １２回払 



２ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のすべてを満たす者とする。 

 （１）政令第１６７条の４第１項の規定に該当していない者であること。 

 （２）政令第１６７条の４第２項の規定に基づく取手地方広域下水道組合の入札参加の

制限を受けていない者であること。 

 （３）取手地方広域下水道組合競争入札参加者の資格等に関する規程（平成６年訓令第

２号）に基づく競争入札参加資格を有する者であって，同規程第５条に規定する

競争入札参加有資格者名簿の「下水汚泥運搬」及び「下水汚泥中間処分」に登録

されている者であること。 

    ただし，茨城県物品調達等登録業者指名停止基準，取手市建設工事等の契約に係

る指名停止等措置要領，取手市物品調達の契約に係る指名停止等措置要領，つく

ばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱，取手地方広域下水道組合建設

工事等の契約に係る指名停止等措置要領及び取手地方広域下水道組合物品調達の

契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている期間中でな

いこと。 

 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと。 

（５）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」

という。）第１４条第１項及び第６項の規定に基づき産業廃棄物（取り扱う産業

廃棄物の種類に汚泥が含まれること。）収集運搬業務及び処分業務において，必

要な許可を受けた者であること。 

（６）業務を提携して収集運搬業務及び処分業務を行おうとする入札参加者は，業務を 

提携する全ての構成員が上記（１）から（４）までの資格を有しているとともに，

担当する業務に応じて上記（５）の資格を有していること。ただし，一つの業務

提携において，収集運搬業務を担当する者の数及び処分業務を担当する者の数は

それぞれ一者とする。なお，入札参加者は複数の業務提携に加わることはできな

いものとする。 

（７）下水汚泥（脱水ケーキ）を処理する施設は（５）の許可を受けたものであること。 

（８）処分予定数量３，５００トン／年の下水汚泥（脱水ケーキ）を全量再資源化し，

有効利用すること。 

下水汚泥（脱水ケーキ）を中間処理した後に再資源化を他者に委託する場合は，

中間処理後に発生したものを再資源化し，有効利用すること。ただし，有効利用

後の製品は，建設資材（セメント，人工軽量骨材等），肥料又は燃料とする。なお，

販売実績のない製品については有効利用とは認めない。 

（９）当組合の汚泥搬出計画に合わせて，下水汚泥（脱水ケーキ）を処分地まで運搬す

ること。また，その処分地の処理能力の規模は，年間３，５００トン且つ１日当

り２０トン以上の脱水ケーキを処理できる能力を有し，当組合の汚泥搬出予定に

合わせて処理すること。 

（１０）過去１０年以内に，流域下水道又は公共下水道において，収集運搬業務を担当す

る者は，下水汚泥（脱水ケーキ）収集運搬業務を，また，処分業務を担当する者

は，下水汚泥（脱水ケーキ）処分業務を元請として受託した実績を有する者であ

ること。ただし，契約期間中に再委託をするに至ったものは，受託実績に該当し



ない。 

（１１）収集・運搬に使用する車両は，産業廃棄物収集運搬用として許可された１０トン

積車両且つホッパー高さ３．４ｍに対応するものとする。 

 

３ 入札説明書の交付場所等 

 （１）入札説明書の交付，入札書の交付，契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

    〒３０２－８５５８ 茨城県取手市小文間１７３番地 

    取手地方広域下水道組合 総務課（契約検査係） 

    電話 ０２９７－７４－４１７４ 

 （２）入札説明書の交付期間 

    入札公告日から平成３０年１月１９日（金）までの午前９時から午後５時まで 

    ただし，取手地方広域下水道組合の休日を定める条例（平成２年条例第１号）に 

定める休日を除く。 

 

４ 入札参加資格等の確認 

 （１）この一般競争入札に参加を希望する者は，次の書類を３（１）に示す場所に平成

３０年１月１９日（金）午後５時までに持参により提出しなければならない。郵送

等による提出は認めない。 

   ※この一般競争入札を取手地方広域下水道組合産業廃棄物収集運搬業務及び処分業 

務委託に係る業務提携の取扱要綱（平成２２年告示第６号。以下「要綱」という。）

の規定により業務を提携して入札に参加する場合には，要綱第５条による「業務

提携書」及び「競争参加申請書」を同じく平成３０年１月１９日（金）午後５時

までに持参により提出しなければならない。郵送等による提出は認めない。 

    なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じなければなら

ない。 

   ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号の１又は様式第１号の２） 

   イ 一般競争入札参加資格確認資料（様式第２号） 

   ウ 汚泥（脱水ケーキ）再資源化及び有効利用計画書（別記１）及び添付書類 

   エ 汚泥（脱水ケーキ）の全量再資源化及び有効利用実績書（別記２）及び添付書

類 

   オ 汚泥（脱水ケーキ）の運搬実績書（別記３）及び添付書類 

   カ 本業務を履行するに当たって必要とする廃掃法第１４条第１項に基づく許可証

の写し及び許可を受けた産業廃棄物運搬車両一覧並びに自動車車検証（有効期限

を経過していないものに限る）の写し 

   キ 本業務を履行するに当たって必要とする廃掃法第１４条第６項に基づく許可証

の写し 

     なお，施設の能力が，一日当たり２０トン以上の下水汚泥（脱水ケーキ）を処

理できることがわかること 

 （２）入札参加資格等の確認の結果は，一般競争入札参加資格等確認通知書（様式第３

号）により回答する。 

 （３）前項により不適合の通知を受けた者は，この一般競争入札に参加できない。 

 （４）入札参加者が２者に満たない場合には入札の執行を中止する。 

 



 

５ 現場説明会 

  実施しない。 

 

６ 入札執行の日時及び場所 

  平成３０年２月９日（金）午後１時３０分 

取手地方広域下水道組合３階第２会議室 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

  免除 

 

８ 入札の無効 

 （１）次のいずれかに該当する場合の入札は，無効とする。 

   ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるとき 

   イ 指定の日時までに入札書が提出されないとき 

   ウ 記名押印を欠くとき 

   エ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき 

   オ 首標金額を訂正した入札を行ったとき 

   カ 同一の入札に２通以上の入札を行ったとき 

   キ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね，又は２人以上の代理をしたとき 

   ク 代理人が委任状を持参しないとき 

   ケ 前各号に定めるもののほか，指示した条件に違反して入札したとき 

 （２）本公告に示した入札参加資格のない者のした入札，申請書又は資料に虚偽の記載

をした者のした入札並びに本公告及び説明書で示した入札に関する条件に違反した

入札は無効とする。 

 （３）一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者で

あっても資格確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は，

無効とする。 

 （４）入札時点において２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は，無効とする。 

 

９ 契約書作成の要否 

  要する。 ※契約書については別紙「契約書（案）」のとおり 

 

１０ 詳細は入札説明書による。 


